
正

誤

令和年月日 火曜日 第号官 報

令
和
六
年
三
月
十
五
日
（
号
外
第
五
十
八
号
）
こ
ど
も

家
庭
庁
告
示
第
三
号
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所

支
援
及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

（
原
稿
誤
り
）

二
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
五
行
目
ま
で
は
次
の

と
お
り
の
誤
り
。

一

指
定
通
所
支
援
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
一

条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）及
び
基
準
該
当
通
所
支
援
（
法
第
二

十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該

当
通
所
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
要
す
る
費
用
の

額
は
、
別
表
障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
、

第
３
、
第
４
及
び
第
５
に
よ
り
算
定
す
る
単
位
数
に
別

に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
を
乗

じ
て
得
た
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

三
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
二
八
行
目
ま
で
は
次

の
と
お
り
の
誤
り
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
指
定
児

童
発
達
支
援
（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援

の
事
業
等
の
人
員
、設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準（
平

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
指
定

通
所
基
準
」
と
い
う
。）第
四
条
に
規
定
す
る
指
定
児
童

発
達
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
要
す
る
費
用
の
額

は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
掲
げ
る
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

旧
主
と
し
て
難
聴
児
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所

（
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部

を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
五

号
。
以
下
「
一
部
改
正
府
令
」
と
い
う
。）附
則
第
四

条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
主
と
し
て
難
聴
児
を
通
わ
せ
る
指

定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
指
定
通
所
基
準
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
い

て
難
聴
児
に
対
し
行
う
指
定
児
童
発
達
支
援

別
表

２
経
過
的
障
害
児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
１
に

よ
り
算
定
す
る
単
位
数
に
別
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

旧
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
指
定
児
童
発
達
支

援
事
業
所
（
一
部
改
正
府
令
附
則
第
四
条
及
び
第
五

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
主
と
し
て
重
症
心
身
障
害
児
（
法
第
七
条
第
二

項
に
規
定
す
る
重
症
心
身
障
害
児
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
通
わ
せ
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
重
症
心
身
障
害
児
に
対

し
行
う
指
定
児
童
発
達
支
援

別
表
２
経
過
的
障
害

児
通
所
給
付
費
等
単
位
数
表
第
２
に
よ
り
算
定
す
る

単
位
数
に
別
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
一
単

位
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ

旧
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
一
部
改

正
府
令
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
児
童
発
達

支
援
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
旧
指
定
発

達
支
援
医
療
機
関
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
。以
下「
一

部
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
一
部
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
指

定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）に
お
い
て
肢
体
不
自
由
（
法
第
六

条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
肢
体
不
自
由
を
い

う
。）の
あ
る
児
童
（
以
下
「
肢
体
不
自
由
児
」
と
い

う
。）又
は
重
症
心
身
障
害
児
に
対
し
行
う
指
定
児
童

発
達
支
援

別
表
２
経
過
的
障
害
児
通
所
給
付
費
等

単
位
数
表
第
３
に
よ
り
算
定
す
る
単
位
数
に
十
円
を

乗
じ
て
得
た
額

三

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
通
所
支
援
又
は
基
準

該
当
通
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
金
額
は
切
り
捨
て
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。

一
〇
〇
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
一
行
目
か
ら
八
行
目
ま
で
は

次
の
と
お
り
の
誤
り
。

一

児
童
福
祉
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
入
所
支
援
（
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
入
所
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に

要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
障
害
児
入
所
給
付
費
単
位

数
表
第
１
の
１
（
注
５
か
ら
注
６
ま
で
を
除
く
。）、
２

及
び
４
か
ら
12
ま
で
に
よ
り
算
定
す
る
単
位
数
に
別
に

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
を
乗
じ

て
得
た
額
に
、
同
表
第
１
の
１
（
注
５
か
ら
注
６
ま
で

に
限
る
。）及
び
３
に
よ
り
算
定
す
る
単
位
数
に
十
円
を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
又
は
同
表
第
２
に
よ
り
算

定
す
る
単
位
数
に
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
算
定
す
る

も
の
と
す
る
。

﹇
二

略
﹈

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
法
人
の
清
算
人
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
、
千
葉

地
方
裁
判
所
佐
倉
支
部
に
よ
り
選
任
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、本
公
告
第
一
回
掲
載（
令

和
七
年
七
月
十
七
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清

算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

千
葉
県
白
井
市
復
字
六
七
四
番
地

鳥
見
神
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
三
番
四
号
大
和
銀

座
一
ビ
ル
二
階
ト
ゥ
エ
ル
ブ
法
律
事
務
所

清
算
人

弁
護
士

上
松

真
林

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
千
八
百
三
十
一
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ア
プ
レ
フ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
号
外
第
一
四
一
号
）
掲
載

の
神
果
神
戸
青
果
株
式
会
社
に
係
る
第
六
十
七
期
決
算
公

告
（
枠
組
）
中
、「（
う
ち
当
期
純
損
失
）」と
あ
る
は
「（
う

ち
当
期
純
利
益
）」の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

扱

店

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
掲
載
の
合
併
公
告
及
び
令
和

七
年
六
月
二
十
五
日
掲
載
の
乙
の
合
併
に
つ
き
株
券
等
提

出
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

愛
知
県
一
宮
市
浅
野
字
大
曲
り
三
〇
番
地
三

（
甲
）
株
式
会
社
フ
ァ
ル
マ
リ
ン
ク

代
表
取
締
役

根
本

聡

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
ク
ロ
ー
バ
ー

代
表
取
締
役

松
枝

秀
和

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
百
三
十
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。
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令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ア
プ
レ
フ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ワ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子
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